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第９章 調査結果の考察 
１ 事業所について 

（１）分析 

【概要】 
区内の事業所数はごくわずかに増加している一方で、従業者数は減少傾向にある。産業分類別の割合

をみると、事業所数、従業者数ともに「卸売業、小売業」が最も多く、近年では「無店舗小売業」の増
加が顕著である。 

３年前と比べた「売上高」の変化については、２割強の事業所で増加がみられる一方、３割強の事業
所では減少している。令和２年度の調査結果と比較すると、『増加した』と回答した事業所は7.8ポイ
ント増加している一方で、『減少した』と回答した事業所は17.3ポイント低下しており、全体としては
売上高が回復している傾向がよみとれる。 

経営上抱えている課題としては、「仕入価格の上昇」が最も高く、次いで「人材の確保・育成」、
「人件費の上昇」が挙げられている。一方で、優先的に区に求める支援については、「人材の確保・育
成の支援」の割合が高くなっている。人材確保の状況については、２割強の事業所で人材が不足してお
り、なおかつ新たな採用ができていない。「運輸業・郵便業」・「建設業」においては、特にその割合
が高くなっている。人手不足、人材育成、賃金上昇が相互に連鎖し、大きな課題となっている。 

キャッシュレス決済システムについては、およそ６割の事業所で未導入となっている。導入している
事業所の中では、「クレジットカード」の導入率が最も高い。区民の生活に直接かかわる「卸売業・小
売業」、「宿泊業・飲食サービス業」、「生活関連サービス業・娯楽業」においては、６割弱の事業所
がキャッシュレス決済システムを導入しており、いずれの業種も4割以上の事業所で「クレジットカー
ド」、「QR・バーコード決済（PayPay、d払い、auPAY、楽天ペイ等）」を導入している。 

業務のデジタル化については、およそ５割の事業所が取り組む意向がある一方で、「取り組む必要が
なく、予定もない」と考えている事業所が３割となっている。 
「ワーク・ライフ・バランス」の取組状況については、すでに取り組んでいる事業所は２割強にとど

まる一方で、従業員数が少ない家族経営の事業所が多いことが影響してか、「取り組む必要性を感じな
い、または関心がない」と考えている事業所が４割以上に達している。 
  



194 

【杉並区の特徴的な産業】 
産業分類別に事業者数・従業者数をみると、「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」といっ

た対面型サービス業や「医療、福祉」といった生活の基盤を支える生活支援産業の割合が比較的高く、
杉並区の産業を特徴づける業種といえる。 

これら主要３業種に関して本調査にて把握した特徴は以下の通りとなっている。 
経営上抱えている課題をみると、「卸売業・小売業」および「宿泊業・飲食サービス業」では「仕入

価格の上昇」が高く、物価上昇の影響を強く受けていることがわかる。また「医療・福祉」では「人材
の確保・育成」が全体に比べて高くなっている。 

 
図表8-1-1 ＜再掲＞経営上抱えている課題（業種別） 
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全体 2,219 32.2 16.9 23.5 33.3 13.5 12.5 10.4 18.0 10.0 3.9 19.8

建設業 149 57.7 19.5 32.2 43.0 19.5 15.4 18.8 6.0 16.1 1.3 13.4

製造業 70 38.6 17.1 27.1 45.7 34.3 11.4 11.4 10.0 12.9 2.9 10.0

情報通信業 43 37.2 30.2 25.6 16.3 23.3 14.0 9.3 0.0 4.7 2.3 23.3

運輸業・郵便業 17 82.4 17.6 35.3 23.5 11.8 5.9 0.0 11.8 17.6 11.8 5.9

卸売業・小売業 360 32.5 13.1 26.1 53.1 20.0 16.9 13.1 14.2 9.2 3.9 10.8

金融業・保険業 21 42.9 19.0 0.0 0.0 19.0 23.8 0.0 9.5 14.3 0.0 28.6

不動産業・物品賃貸業 315 6.0 22.2 5.4 10.5 3.5 6.0 9.8 33.0 4.8 5.1 35.2

学術研究・専門技術サービス業 74 29.7 16.2 13.5 16.2 17.6 16.2 8.1 6.8 6.8 2.7 28.4

宿泊業・飲食サービス業 222 27.5 14.9 28.8 79.7 5.0 7.2 12.2 26.6 6.8 2.7 6.8

生活関連サービス業・娯楽業 106 30.2 17.0 31.1 34.0 13.2 18.9 10.4 36.8 8.5 1.9 17.0

教育・学習支援業 80 37.5 15.0 23.8 12.5 7.5 7.5 8.8 15.0 11.3 11.3 28.8

医療・福祉 286 54.9 18.2 40.9 30.1 9.4 19.9 6.6 19.6 20.3 2.8 9.4

その他のサービス業 257 28.4 13.6 18.7 13.6 17.9 10.1 6.6 10.5 6.6 4.3 29.6
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価格転嫁の実施状況については、「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」では６割以上の事
業所が実施できている。一方、「医療・福祉」においては「現時点では実施できておらず、今後も実施
の見込みはない」と回答した事業所が7割弱に及んでいる。これらの事業所では、診療報酬等が公定価
格によって定められており、物価高騰や賃上げを適時価格転嫁できていない状況にあることがうかがえ
る。 

 
図表8-1-2 ＜再掲＞価格転嫁の実施状況（業種別） 
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今後取り組みたいデジタル化の内容をみると、「卸売業・小売業」では「販売促進」、また、「医
療・福祉」では「業務の効率化」が全体に比べて高くなっている。 

 
図表8-1-3 ＜再掲＞今後取り組みたいデジタル化（業種別） 
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全体 2151 25.0 11.9 9.0 2.0 6.3 13.1 1.6 17.2 34.8

農林水産業 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

建設業 143 37.1 6.3 17.5 2.8 5.6 7.7 0.0 19.6 26.6

製造業 70 20.0 22.9 28.6 0.0 10.0 15.7 1.4 12.9 24.3

電気・ガス・熱供給・水道業 12 33.3 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 41.7

情報通信業 43 25.6 11.6 7.0 14.0 9.3 30.2 2.3 2.3 34.9

運輸業・郵便業 16 62.5 12.5 12.5 6.3 31.3 0.0 0.0 18.8 0.0

卸売業・小売業 354 23.2 25.7 11.6 0.6 3.7 14.4 0.8 17.8 28.0

金融業・保険業 19 47.4 10.5 0.0 0.0 15.8 15.8 0.0 10.5 31.6

不動産業・物品賃貸業 308 22.1 4.5 3.9 1.3 3.6 8.1 2.3 12.7 52.9

学術研究・専門技術サービス業 73 27.4 9.6 5.5 4.1 9.6 30.1 2.7 12.3 24.7

宿泊業・飲食サービス業 217 17.1 14.3 10.6 0.5 2.3 4.1 0.5 22.6 44.2

生活関連サービス業・娯楽業 105 21.0 17.1 5.7 0.0 3.8 5.7 0.0 25.7 38.1

教育・学習支援業 77 29.9 10.4 2.6 2.6 7.8 18.2 1.3 10.4 39.0

医療・福祉 278 36.7 7.6 10.4 3.2 12.6 17.6 2.9 20.5 18.0

その他のサービス業 245 24.1 8.6 6.9 2.9 8.2 19.6 2.4 16.7 30.2

その他 173 12.7 5.2 4.0 2.3 3.5 9.8 2.3 16.8 52.6
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人材確保の状況については、「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」では必要な数の人材を
確保できていない割合は２割程度である一方、「医療・福祉」においては4割弱に及んでいる。 

 
図表8-1-4 ＜再掲＞人材確保の状況（業種別） 

 
 
上記の通り、杉並区の主要3業種である「卸売業・小売業」「医療・福祉」「宿泊業・飲食サービス

業」は、いずれも区内産業を支える基盤的な役割を担っている一方で、仕入価格の上昇や人材不足と
いった共通課題に加え、業種特性に応じた固有の経営課題を抱えている実態が明らかとなった。 

特に「医療・福祉」分野においては、人材確保の困難さに加え、制度的制約等により価格転嫁が進み
にくい構造的課題が顕在化している。また、「卸売業・小売業」および「医療・福祉」においてはデジ
タル化への関心が相対的に高く、販売促進や業務効率化に資する取組が、今後の経営改善に向けた重要
な鍵となることが示唆される。 

主要3業種はいずれも区民生活に密接にかかわる生活基盤産業であり、その機能が低下した場合に
は、地域経済への影響にとどまらず、生活利便性やまちの魅力、さらには区民満足度の低下にも直結す
る可能性がある。 

このため今後は、各業種の特性や課題の違いを踏まえた上で、持続的な事業運営の実現に向けたきめ
細かな支援の必要性が示唆される。 
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（２）課題 

【価格転嫁】 
価格転嫁の実施状況について業種別にみると、「卸売業・小売業」や「宿泊業・飲食サービス業」で

は６割以上の事業所で価格転嫁を『実施できている』（「概ね実施できている」「一部実施できてい
る」の合計）と回答している。一方、「医療・福祉」では約８割の事業所が『実施できていない』

（「現時点では実施できていないが、今後実施する予定である」「現時点では実施できておらず、今後
も実施の見込みはない」の合計）と回答している。 

 
図表8-1-5 ＜再掲＞価格転嫁の実施状況（業種別） 

 
 

このことから、価格転嫁の実施状況については業種間で差がみられ、全体として業種ごとの市場環境
や価格決定力の違いが反映されていることが示唆される。 
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【業務のデジタル化】 
業務のデジタル化について、「業務の効率化」に取り組みたいとする事業所が３割弱となっている一

方、「取り組む必要がなく、予定もない」と回答した事業所が３割以上にのぼるとともに、区に求める
支援についても「特になし」との回答がおよそ６割を占めている。このことから、デジタル化の効果に
ついて特に認識していない事業所が一定数存在していると考えられる。 

 
図表8-1-6 ＜再掲＞業務のデジタル化で区に求める支援(MA) 
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【環境に配慮した取組】 
環境に配慮した取組について、７割弱の事業所が何らかの取組を実施しており、環境に関する意識が

高い状況がうかがえる。一方、脱炭素に取り組んでいない理由として、「必要性が感じられない」と考
える割合が最も高くなっていることに加え、「ゼロカーボンシティ」実現に向けて区に求める支援に対
し、「特になし」と回答した事業所が半数近くを占めている。この結果は、個々の事業所における環境
配慮の取組は進んでいるものの、区が掲げる中⾧期的な目標や施策の趣旨が十分に認知されていない可
能性を示唆している。 

 
図表8-1-7 ＜再掲＞「ゼロカーボンシティ」実現に向けて区に求める支援(SA) 

 
 
また、脱炭素に取り組んでいない理由について業種別にみると、「事業内容上、取り組むことが難し

い」の割合が「学術研究・専門技術サービス業」、「医療・福祉」において全体より１割以上高く、専
門性・公共性が高い業務の性質上、エネルギー使用の削減が容易でない可能性があると考えられる。 
 

図表8-1-8 脱炭素に取り組んでいない理由（業種別） 
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全体 692 37.4 19.1 3.5 9.8 29.0 5.2 8.7

建設業 37 27.0 21.6 13.5 13.5 29.7 2.7 2.7

製造業 25 40.0 12.0 0.0 8.0 12.0 8.0 24.0

情報通信業 14 57.1 7.1 7.1 7.1 35.7 0.0 14.3

運輸業・郵便業 3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

卸売業・小売業 104 39.4 23.1 2.9 9.6 23.1 6.7 7.7

金融業・保険業 2 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0

不動産業・物品賃貸業 141 48.9 12.8 2.1 6.4 24.8 5.7 9.2

学術研究・専門技術サービス業 23 30.4 13.0 8.7 17.4 39.1 0.0 4.3

宿泊業・飲食サービス業 57 21.1 28.1 3.5 19.3 24.6 12.3 7.0

生活関連サービス業・娯楽業 29 34.5 31.0 0.0 3.4 31.0 3.4 0.0

教育・学習支援業 18 44.4 11.1 0.0 16.7 22.2 0.0 11.1

医療・福祉 75 22.7 20.0 4.0 17.3 40.0 4.0 8.0

その他のサービス業 89 43.8 15.7 2.2 6.7 33.7 3.4 6.7
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【人材確保】 

人材確保に関しては、３割強の事業所が人材確保の課題を抱えており、全体の２割強の事業所では必
要な採用ができていない状況にある。区に求める具体的な支援について「特になし」と回答した事業所
が６割以上を占めている一方で、支援を求める事業所においては「求人広告に係る経費の助成」を挙げ
る割合が最も高く、採用コストの負担が重いと感じていると考えられる。 
 

図表8-1-9 ＜再掲＞人材確保で区に求める支援(SA) 

 
 

【「ワーク・ライフ・バランス」と「職住近接」の実現】 
「ワーク・ライフ・バランス」に対する考え方として、事業所実態調査では、「育児や介護に必要な

休暇を取りやすい環境づくり」、「育児や子育て中も勤務しやすい環境づくり」に取り組んでいる、あ
るいは取り組む予定であるとの回答が上位を占めた。一方、これらの項目は、区民意識調査においても
職場に対して希望する取組として回答した方が多く、事業所視点・区民視点の双方から、育児や介護と
いった個々のライフスタイルに柔軟に対応できる環境づくりが重要視されていることが読み取れる。ま
た、「働く場所が限定されない制度（テレワーク制度等）」を希望する区民は多いが、事業所の取組は
それほど進んでいない状況も読み取れる。 

 
図表8-1-10,11 「ワーク・ライフ・バランス」の取組内容または取組予定と 

ワーク・ライフ・バランスのために希望する取組(MA) 

 

N =
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※無回答149を除く

2.3 4.3 15.0 3.4 8.2 1.0 65.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

セミナーの開催 相談窓口の設置、アドバイザーの派遣

求人広告に係る経費の助成 効率化をはかるためのICTやAI導入経費の助成

福利厚生の充実に関する支援 その他

特になし

事業所 区民

n=613 n=1206

 育児や介護に必要な休暇を取りやすい環境づくり 66.2 柔軟な勤務時間制度（短時間勤務やフレックスタイム制度等） 25.5

 育児や子育て中も勤務しやすい環境づくり 53.3 育児や介護に必要な休暇を取りやすい環境づくり 20.1

長時間労働の制限 48.9 育児や子育て中も勤務しやすい環境づくり 20.1

 柔軟な勤務時間制度（短時間勤務やフレックスタイム制度等） 42.9 業務内容、分担の見直し 19.7

業務内容、分担の見直し 31.3 長時間労働の制限 18.7

ハラスメント防止の取組 22.5 働く場所が限定されない制度（テレワーク制度等） 18.7

社員の健康管理の徹底 20.4 福利厚生の充実 14.7

 働く場所が限定されない制度（テレワーク制度等） 15.5 休業者の仕事を補う仕組みづくり 13.7

福利厚生の充実 15.0 セクハラ・パワハラ防止の取組 8.1

休業者の仕事を補う仕組みづくり 14.2 社員の健康管理の徹底 5.5

 社員間の交流を深める仕組みの構築や社内イベントの開催 8.8 育児・介護・配偶者の転勤等で退職した場合の再雇用制度 4.0

 育児・介護・配偶者の転勤等で退職した場合の再雇用制度 8.5 社員間の交流を深める仕組みの構築や社内イベントの開催 2.2

一般事業主行動計画の策定 3.6 その他 4.2

その他 1.1

事業所の取組内容または取組予定 区民が希望する取組
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また区民意識調査では、働く上で重視する条件として「給与・待遇」に次いで「勤務場所」が挙げら
れた。このことから、労働者となる区民の目線からは通勤時間の短縮や自宅からのアクセスの良さを重
視している傾向にあることが示唆される。 

 
図表8-1-12 ＜再掲＞働くうえで重視する条件(MA) 

 
  

％

給与・待遇

勤務場所

業種や職種

勤務時間

仕事内容が魅力的・やりがいがあるか

スキルを活かせるか、身につくか

福利厚生の充実

雇用の安定性

未経験者可であること

短期、単発の仕事

その他

仕事を探していない

42.0

27.8

23.4

21.4

18.7

4.8

3.5

2.8

1.8

0.6

1.1

23.7

0 10 20 30 40 50

令和7年度(N=1494)

※無回答97を除く
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（３）考察 

以下では主要な課題について、分析を踏まえて考察を進める。 
 

【価格転嫁】 
価格転嫁の円滑な実施を促進するためには、まずは業種ごとの特性や取引慣行などの状況把握が必要

である。特に、価格決定力の弱い中小事業者に対しては、適正な価格交渉を後押しするガイドラインの
周知をはじめ、発注側企業に対しても、コスト上昇分の適切な反映を促す啓発を強化し、公正な取引環
境の整備を進める必要がある。 

さらに、原材料費やエネルギー価格の動向に関する情報提供を充実させることで、事業者が根拠に基
づいた価格設定を行える環境を整えることが重要である。これらの施策を通じて、持続可能な事業運営
と地域経済の安定的な成⾧を支えることが期待される。 
 

【業務のデジタル化】 
業務のデジタル化は、業務効率化による生産性の向上や競争力の強化等が期待できるほか、多様な働

き方を可能とし、多くの事業所で課題となっている人材不足の解消にも貢献すると考えられる。事業所
が求める業務のデジタル化に関する支援内容では、「費用面の支援」が高い割合を示しており、実装段
階における経済的負担が大きな障壁となっていると推測される。これらを踏まえ、区は業務効率化や生
産性向上といったデジタル化の効果を分かりやすく発信するとともに、システムや設備等の導入費用に
関する補助や段階的な導入支援などの推進を図る必要がある。 

 
【環境に配慮した取組】 

区が掲げる目標や施策の趣旨が十分に認知されていない状況であることから、今後においては、区が
目指す将来像や基本的な方向性について、事業者に対してこれまで以上に明確かつ具体的に伝えていく
ことが重要である。事業者に期待される役割や責任の範囲についても丁寧に示し、各主体が自らの立場
でどのように関与し得るのかを理解できるようにする必要がある。また、各業種が有する特性や事業活
動の実態を十分に踏まえたうえで、専門性の確保や安全性への十分な配慮を前提としつつ、無理なく実
施可能で継続性のある取組とすることが求められる。 

さらに、事業者の関心やニーズが高い分野を切り口として施策を展開していくことも重要である。例
えば、「省エネ設備の導入費用の補助」といった経済的負担の軽減につながる支援策や、「循環型社会
の構築に向けた施策の実施」のように社会的要請に応える取組を具体的に提示することで、事業者に
とってのメリットや意義がより明確になり、行政と事業者が相互に連携しながら持続可能な地域社会の
実現に向けた動きを一層加速させていくことが重要である。 

 
  



204 

【人材確保と雇用】 
杉並区内の事業所数はわずかに増加しているものの、従業員数は減少傾向にある。 
区の特徴的な業種である「卸売業・小売業」及び「宿泊業・飲食サービス業」は、事業所数・従業員

数ともに多く雇用の受け皿となっているが、近年は事業所数が減少傾向にあり、これらの業種の事業所
のうち約２割で人材が不足しており、必要な人材を採用できていない状況にある。「医療・福祉」にお
いては、その割合は４割弱に及んでいる。「運輸業・郵便業」「建設業」は、産業分類別従業者数割合
は６％程度と高くないが、必要な人材を採用できていない割合は「運輸業・郵便業」では７割強、「建
設業」では５割強と高い割合になっており、事業所における人材確保は重要な課題となっている。 

これに対する支援策としては、求人広告の掲載は、事業所実態調査において「人材が不足しており、
採用したいができていない」と回答した事業所の６割以上が実施している現実的な手段であり、採用活
動に直結する支援ニーズが高いことを示している。これを踏まえ、区には求人広告費用への助成をはじ
めとした採用支援策の充実を図るとともに、事業所の人材確保を後押しする実効性の高い施策を検討・
推進していくことが求められる。 

加えて、人材不足への支援として、区の就労支援センターや就活応援フェア等の活用による、人材雇
用支援について検討を進めていく必要がある。近年、区の就労支援センターの利用者は20代の若年層に
加えて、定年を迎えたシニア層の再就職の相談支援が多くなっており、区内事業所とのマッチング支援
を推進することで、一定程度の需要をカバーできる可能性がある。シニア層や子育て世代などを含め、
希望する人が地域で生き生きと働ける機会を増やすためにも、就労支援や情報発信にも積極的に取り組
んでいく必要がある。現在、区で行っているマッチング支援、就労支援の事業についての認知度は非常
に低い状況にあり、実施事業の周知活動にも注力していく必要がある。 

また、こうした人材確保・雇用の課題に対応するためには、量的な確保にとどまらず、働きやすさや
就業環境の質の向上といった視点も重要となる。区としては、テレワークの推進やサテライトオフィス
の整備支援など、事業所・区民ともに重要視している「働く環境づくり」を支援する施策の推進が求め
られる。 

その切り口の一つとして、「ワーク・ライフ・バランス」と「職住近接」の実現という観点について
以下のとおり示す。 
 

【「ワーク・ライフ・バランス」と「職住近接」の実現】 
区民意識調査では、働く上で重視する条件として、「給与・待遇」に次いで「勤務場所」が挙がって

おり、今後の人材確保および人材不足の解消に向けては、「職住近接」の実現が重要な施策の一つとな
り得る可能性が示唆される。働く場所と住まいが近接する環境を整備することにより、働き手にとって
は通勤時間の短縮による生活の質の向上、地域企業にとっては人材確保・定着率の向上、地域経済に
とっては地元消費が増えることによる商店街・小売店等の活性化等により、地域経済の好循環が期待で
きる。 

また、創業した事業所の「杉並区で事業を開始した理由」をみると、「区内に自宅がある」が最も多
くなっている。自宅近隣での創業は、通勤時間の短縮により時間の自由度が高いことなどから生活の質
の向上が期待でき、特に子育て世代やシニア層にとっては仕事と家庭を両立し、住み慣れた地域で活躍
する機会を促進できると考えられる。区では創業相談窓口の設置やセミナーの実施を行っているが、こ
れまでの取組に加え、創業準備から創業後の定着までの伴走支援や、創業者同士や既存事業所とのつな
がりの創出など、よりきめ細やかな施策が求められる。 

さらに、「創業を検討する人」と「廃業を検討する事業所」をつなぐ機能も重要となる。事業承継に
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ついての調査結果をみると、およそ３割の事業所が自分の代での廃業を検討している。中小企業庁は、
事業承継支援において地方自治体に期待する役割を明確に整理しており、区においては、事業承継を検
討する事業者と、支援機関や事業承継に係る専門的知見を持つ機関との「ハブ」となり、支援ニーズの
高い事業者と専門知識を有する機関とを橋渡しができる連携体制を構築することが求められている。区
はこの役割を果たすとともに、事業承継の重要性や、自社の価値に対する気づきの機会を積極的に提供
し、事業承継の気運を高めていくための啓発活動を行うことも重要である。 

 
これまで記載した課題は、それぞれが個別の課題であると同時に、相互に密接に関連し合っており、

持続可能な地域産業の構築のために解決すべき重要な要素となっている。区としては、事業所の経営基
盤の強化や業務効率化、働きやすい環境の整備、人材の確保・定着支援など、多様な面からの取組を実
施していくことが求められる。区が事業所にとって身近で頼れる「伴走者」としての役割を果たし、一
律の支援にとどまらず、業種・規模・事業ステージに応じたきめ細やかな施策を展開していくことが肝
要である。 
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２ 観光について 

（１）分析 

来街者アンケート・ヒアリングの分析にあたって観光事業の目的並びにターゲットについて整理を行
う。 

 
【杉並区の観光事業の方向性】 
杉並区のイメージについては、区民、区外居住者ともに「静かで落ち着きのある地域」の割合が最も

高く、住宅地としてのイメージが定着していることがわかる。来訪目的については「買い物（日用
品）」や「飲食」など日常行動の割合が高く、また、居住地域については都内居住者が来街者アンケー
ト調査で7割以上、来街者ヒアリング調査で9割以上と、近距離からの来街者が大半を占めていることか
ら、「マイクロツーリズム」※が中心であることが読み取れる。 

※「マイクロツーリズム」とは、自宅から近い地域で観光や体験を楽しむ旅行スタイルのことで、2020年頃の
コロナ禍以降に流行し「身近な魅力を再発見」する観光として定着しつつある。 

 
図表8-2-1 来訪目的(MA) 

 

％

飲食（カフェ・居酒屋）

買い物（日用品）

友人・家族の訪問

散歩周遊

公園散策

イベント参加

買い物（贈答品等）

娯楽施設利用

通勤・通学・通院

寺社訪問

営業等の仕事

アニメ・サブカルチャー関連スポット巡り

銭湯

その他

29.7

28.7

22.9

17.8

10.4

9.6

8.3

7.0

5.2

4.9

3.9

3.7

2.0

6.6

13.0

44.8

3.6

6.6

1.7

7.4

2.6

1.5

14.1

0.2

6.4

0.4

0.5

13.5

0 10 20 30 40 50

来街者アンケート
(n=1000)
来街者ヒアリング

（通常）(n=983)
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観光事業の目的を考えていく上で、「マイクロツーリズム」は、主に近隣居住者を対象とした短時
間・短距離の来街者がターゲットであるために、市場規模が地理的に限定され、来街者の“量”的な拡大
には制約がある。また、近年顕在化しているオーバーツーリズムの課題も踏まえると、地域住民に過度
な負担をかけないことを前提とした、滞在の“質” （来街者にとっての価値や関係の深さ）を重視した取
組が望ましいと言える。 

 
【杉並区の観光資源】 
“質”を追求するうえで、杉並区の観光資源を整理する必要がある。区民が考える杉並区の観光資源を

みると「自然」や「商店街の雰囲気やまち歩きの魅力」、「祭りやイベント」、「文化・歴史施設」が
上位を占めている。 

図表8-2-2 ＜再掲＞杉並区の観光資源(MA) 

 
 

一方で、来街者が考える他者へ推奨する観光資源については、来街者アンケート調査、来街者ヒアリ
ング調査のいずれにおいても平均を上回った項目は「飲食施設」のみであり、区民と来街者で観光資源
の捉え方に差異がみられる。 

 
図表8-2-3 他者推奨意向スコア(SA) 
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この差異は高い魅力があっても区民以外には認知度の低い観光資源、区民以外にも認知度は高いもの
の物足りない魅力の観光資源がひとまとめに整理されているからといえる。 

杉並区は有名な観光名所や大規模商業施設、ランドマークタワーの類は少ない一方で、個性的な店
舗、自然、文化・歴史施設、銭湯などが、生活圏に数多く点在し、生活文化が地続きな街並みが特徴で
あることから、それら一つ一つの観光資源に応じた適切な施策を打つ必要がある。 

また、現在のコンテンツに関する来街者からのイメージについて、来街者アンケート調査から杉並区
への来街時に訪れた場所等と他者推奨意向スコア※の関連をみると、「飲食施設」については、訪問状
況、他者推奨意向スコアともに高く、杉並区の観光の強みといえる。 
「買い物施設」「その他サービス施設」については、訪問状況は平均よりも高いものの他者推奨意向

スコアは平均より低く、観光資源としての魅力向上が必要だと考えられ、「文化・歴史施設」「祭りや
イベント」「商店街・まち歩き」「寺社」については、訪問状況が平均より低いものの他者推奨意向ス
コアが平均より高く、認知度向上により有効な観光資源となりうる項目だと考えられる。 
 

図表8-2-4 区の「施設」や「イベント」で訪れたもの×他者推奨意向スコア(MA×SA) 

 

 

 

 

 

 

 
※他者推奨意向スコアとは、知人や家族にお勧めしたい度合いを11段階で把握、「批判者」「中立者」「推奨 

者」の3つ（本調査では、0～4点、5～7点、8～10点）で区分し、「推奨者」-「批判者」で算出したもの。 
 
【回遊性の向上】 
また、“質”を向上するうえで重要な要素である来街者の回遊性について、来街者の滞在場所数をみる

と、来街者アンケート調査及び来街者ヒアリング調査のいずれにおいても『1～2か所』が7割以上を占
めている。このことから、来街者の回遊性は低い水準にとどまっているといえる。 
 

図表8-2-5 滞在場所数(SA) 

 
 

一般的に回遊性を高めるためには「交通手段の整備」と「コンテンツに即した周遊ルート」が求めら
れる。交通手段について中央線沿線エリアに関しては利便性が高いものの、北と南をつなぐ交通手段が
弱い現状がある。 

また、周遊ルートを確立することはこれまで主要スポットの来街に留まっていた来街者を周辺エリア
全域の来街につなげることができ、滞在時間の延⾧による購入機会の増加や来街体験の深化によるリ
ピーター増加につなげられる。  
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【各地域の特性・ターゲット層】 
各地域の特性について、中央線沿線地域（「高円寺駅」「阿佐ヶ谷駅」「荻窪駅」「西荻窪駅」）と

その他の地域（「方南町駅」「井荻駅」「久我山駅」）の他者推奨意向を比べると、中央線沿線地域で
は買い物施設や飲食施設、商店街・まち歩きなど、様々な訪問場所で高い水準にある。このことから、
複数の地点を巡りながら一定時間滞在する回遊・滞在型の来街者が中心であると読み取れる。 

こうした地域における具体的なターゲットとしては、性別を問わない20～30代の都民かつ都市型カ
ルチャーを回遊する層が想定され、個性的な店舗や文化資源を活かし、回遊性と体験価値を高めること
で再訪の促進やファン化を図る取組が効果的と考えられる。 

一方、その他の地域では他者推奨意向は相対的に低く、日常利用を目的とした来街が中心であること
から、他者に積極的に推奨するほどではない近隣住民による生活密着型の来街者が主であると想定され
る。 

こうした地域における具体的なターゲットとしては、区民を中心とした近隣生活者の層が想定され、
地域の日常資源やコミュニティ機能を活かしつつ、区内での回遊促進や居心地の良さの向上を通じて

「内需型のにぎわい」を創出することが効果的と考えられる。 
 

図表8-2-6 ＜再掲＞他者推奨意向スコア比較(調査地点別) 
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（２）考察 

【杉並らしい観光とは】 
上記を踏まえて、杉並の観光を表に整理すると以下の通りとなる。 

コンセプト 来街者のリピートを呼び込む”質”の観光 
「一度訪れたい街」ではなく「何度も通いたい街」「いつか住みたい、住み続けたい
街」 

観光事業の目的 ・来街者の滞在時間、消費額の向上 
・回遊性の高いコンテンツの創出 
・リピーターを生む体験価値の強化 

ターゲット ・都内在住の日常延⾧型来街者 
・杉並独自のコンテンツを目的とする来街者 
・区民（区民が最大の来街者層） 

 
杉並区は有名な観光地や大規模商業施設、ランドマークの類は少ない一方で、個性的な店舗、自然、

文化・歴史施設、銭湯などが生活圏に数多く点在し、生活文化が地続きな街並みが特徴となっている。 
このことから杉並らしい観光とは目的地型観光のような「一度きりの非日常」ではなく、「何度も通

いたくなる日常の拡張」にあるといえる。 
また、コンセプトの「来街者のリピートを呼び込む”質”の観光」であるが、杉並区における“質”とは

「高級感やラグジュアリーな雰囲気」を指すのではなく、「来街者との関係性の深さ」を指す。 
言い換えると、体験の積み重ねによって来街者との関係性を深めることでリピート創出の源泉とする

ことこそ、本コンセプトの核であり、杉並らしい観光の姿といえる。来街行動を一過性の消費にとどめ
ず、継続的な来街・回遊を促し、地域の人・文化・暮らしとの接点を重ねていくこと（体験の積み重
ね）によって、関係人口（居住していないが、地域と継続的・多様に関わる人）としての定着につなげ
ることが、杉並区の観光の本質だと考えられる。 

もう一つのコンセプトである「『一度訪れたい街』ではなく『何度も通いたい街』『いつか住みた
い、住み続けたい街』」については、観光に訪れる来街者と最大の来街者層である区民が同じ日常を共
有し、両者の回遊を高めていくことで、相互作用的に街に賑わいをもたらすことを指す。 

来街者の約８割を区民が占める杉並区では、区民の回遊が観光の基盤となっており、区民の日常利用
を前提とした商店街や地域資源の価値向上を通じて来街者の再訪や定着を促すなど、住みたいまちづく
りと一体的に進めていくことが重要である。 

また、区民が街の魅力を再認識し豊かさを感じることは地域への愛着や「住み続けたい街」への意識
の醸成につながるとともに、回遊性の向上は商店街や店舗の安定的な利用による無理のない賑わいを生
み出すと考えられる。さらに区民自身が口コミやSNS、友人・家族の来訪を通じて自然な魅力発信の担
い手となることも期待できる。 

なお、前述のとおり杉並区は地域ごとに特色があり、個性や魅力が異なることから、観光のあり方に
ついても一律の方向性に収れんするものではなく、地域特性に応じた多様な展開が考えられる。本記述
は、区全体として共有すべき基本的な方向性を示すものであり、各地域においてはそれぞれの個性を生
かした観光の方向性が併存し得るものである。 
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【観光の軸（杉並の強み）】 
観光の軸として観光事業の各目的を「杉並らしい観光」として成立させるとすれば、以下の構造とな

る。 
「来街者の滞在時間、消費額の向上」であれば、一回あたりの消費額を高める方向ではなく、気づい

たら⾧く過ごしているような滞在時間に伴った自然な消費を誘引するようなアプローチが望ましい。 
前述した通り、短時間・短距離・日常利用が中心のマイクロツーリズムは、高額消費を前提としてお

らず、ターゲット層である都内在住者の来街者は、予定は詰めず、街歩きに大きな抵抗がない特徴があ
る。 

生活文化が地続きに存在する杉並区においては、それぞれの地域資源が徒歩圏に連なっており、それ
らを面的に無理なく組み合わせた回遊が可能であるため、“ついで消費”の積み重ねが生まれやすい。再
訪・継続利用（顔なじみ化、常連化）が生まれることで、結果として安定的な消費につながる。杉並区
ではカフェからショップ、銭湯、居酒屋といった各地域の“お気に入り”を巡る自然な流れを作ることが
できる点が、他の地域と比較した強みといえる。 
「回遊性の高いコンテンツの創出」であれば、観光ルートを制覇するような回遊ではなく、興味の連

鎖を呼ぶような寄り道を誘引するようなアプローチが望ましいと考えられる。 
杉並区ではアニメを中心とした“点”の観光資源、商店街や個人店、銭湯、喫茶店などの連なる“線”の

観光資源があり、これらが計画的に回遊しなくてもそれぞれつながる距離感で存在している。この距離
感をうまく利用して「つい歩いてしまう」ような心理的導線による周遊ルートの構築が可能である。 

また、地域ごとにそれぞれ特色がある観光資源を有しており、高円寺地域の「阿波踊り」、阿佐谷地
域の「阿佐谷七夕まつり」をはじめとしたイベントや、荻窪地域の荻窪三庭園といった文化・歴史施設
など多岐にわたる。これらの特徴的な観光資源もターゲット層に合わせて周遊ルートを構築・発信する
ことで更なるリピーター創出につながる。 
「リピーターを生む体験価値の強化」であれば、季節や様々なイベントにより変化する観光体験の提

供が望ましい。 
一度の来街ですべてを知ることができるような完成された観光体験となると、再訪理由がなくなって

しまうため、リピート化は難しい。しかし、杉並区では地域ごとに異なるまちの特色や、訪れる時期や
タイミングによって異なる観光体験を与えるだけのコンテンツを有しており、様々な再訪理由を来街者
に呼び起こすことができる。 
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《アニメ市場の概観と区内アニメ制作会社へのヒアリングからみる観光施策との連動》 

 
杉並区の大きな観光資源であるアニメについて、市場を概観すると、年々右肩上がりの成⾧が続いてお

り、一般社団法人日本動画協会が毎年発行している「アニメ産業レポート」によると 2002 年の 1 兆 968
億円が 2017 年には 2 兆 1,421 億円、2023 年には 3 兆 3,465 億円へとこの 20 年間で市場規模は 3 倍
以上に拡大した。また 1 兆円から 2 兆円までが 15 年かかったのに対し、2 兆円から 3 兆円まではわずか
6 年であり、市場の拡大スピードにもさらに加速傾向が見られる。 

また、区民意識調査をみると、区民が考える「アニメのまち杉並」を目指す施策として必要なものにつ
いて、「アニメ制作会社と連携したイベント等の実施」が 6 割弱と高い割合を示しており、成⾧市場に
乗った区内アニメ制作会社とのコラボレーション施策への関心が高いといえる。 

そのうえで、区内アニメ制作会社に「雇用・所在地」「人材育成」「観光施策での連携」「区内アニメイ
ベントへの希望」の４項目のヒアリングを整理した内容が以下の通りとなっている。 

事業所実態調査においてみられた、人材確保等の経営課題はアニメ制作会社においても生じており、
「アニメのまち杉並」を目指すためにはアニメ関係事業所への支援についても検討していく必要がある。 

 
①雇用・所在地 

○雇用形態 

・正社員＋契約社員＋業務委託・フリーランスの組み合わせが多い 

・アニメーターはフリーランス契約で外注するケースも多い 

・契約社員から正社員へ登用する仕組みを採用している企業もある 

○雇用動向 

・多くの企業で 雇用者数は増加傾向 

・一部企業では欠員補充型の採用 

・案件状況によって新規雇用を判断する企業もある 

○採用課題 

・即戦力となる経験者人材が不足 

・未経験者の応募が多く、企業ニーズとミスマッチ 

・広報・人事など、制作以外の職種の採用も難しい 

○立地・移転 

・杉並区はアニメーターやフリーランスが多く立地メリットがある 

・一方でスタジオ拡張や増員に伴う物件不足が課題 

・家賃高騰により区外移転を検討する企業も存在 

 

②人材育成 

○育成の重要性 

・多くの企業が人材育成を重要課題と認識 

・制作スタッフ・アニメーターなど 専門技術職の育成が必要 
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○育成方法 

・社内研修（ビジネスマナー・制作工程など） 

・先輩社員による OJT 

・作画塾や美術塾など、社内教育プログラム 

・スタジオ研修・部署研修 

○人材育成の方向 

・新卒採用による社内育成型採用 

・専門学校との連携によるリクルート強化 

・子ども・学生向けイベントを将来の人材育成の入口として活用 

 

③観光施策での連携 

○基本姿勢 

・多くの企業が地域貢献として協力は可能 

・区内アニメ会社同士の連携も可能 

○実施可能な連携内容 

・アニメ上映会 

・ワークショップ（作画体験・機材体験など） 

・ライブドローイング 

・原画展示 

・トークショー 

・スタジオ見学 

・アフレコ体験 

・ノベルティ制作 

○実施にあたっての条件・課題 

・作品の権利は製作委員会にあるため許諾が必要 

・イベント目的が作品 PR につながることが必要 

・権利使用料が発生する場合もある 

・監督・キャラクターデザインなど、クリエイターは外部所属のことが多く調整が必要 

○連携の進め方 

・区が企業間の意見交換の場を設定するとよい 

・ワークショップなどを制作会社が持ち回りで担当する方式も可能 

 

④区内アニメイベントへの希望 

○子ども・学生向け 

・子ども向けアニメ制作ワークショップ 

・アニメ制作機材体験 
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・中高生向けアニメ業界説明イベント 

・学生向け企業紹介ブース 

 

○ファン向け 

・作品上映会 

・クリエイタートークショー 

・原画展示 

・ライブドローイング 

○地域との連携企画 

・アニメ作品と商店街店舗のコラボ 

・グッズ・ノベルティ配布 

・キャラクター活用（例:なみすけとのコラボ） 

・区施設・銀行等での展示企画 

○実施条件 

・駅前など人が多く集まる場所での開催が望ましい 

・企業負担が大きいため区の財政支援や会場確保の支援があると参加しやすい 

・単発イベントより継続的な連携事業が望ましい 
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３ 商店街について 

（１）分析 

①商店会の状況 
令和７年度「杉並区の商店街の現状」アンケート調査をもとに、商店街の現状と役割、支援の必要性

について整理する。 
 

【商店会の組織運営】 
商店街は、商業活動にとどまらず、区民の日常生活を支える生活インフラ、人と人とのつながりを生

み出す地域コミュニティの拠点、街路灯の照明や人の往来による防犯効果、高齢者や子どもの見守り機
能、地域文化・伝統の継承など、公益的役割を広く担っている。 

しかし前述した通り、商店会の多くは高齢・⾧期在職の役員に依存しており、また、ほとんどの商店
会で専従職員はおらず、商店会役員の高齢化と担い手不足は深刻化している。このため、新たな担い手
不足が構造的な制約となり、後継者対策が十分になされていない状況にある。 

 
図表8-3-1 ＜再掲＞商店会役員の平均年齢(SA) 

 
 

図表8-3-2 ＜再掲＞商店会役員の平均在職年数(SA) 

 
 

図表8-3-3 ＜再掲＞事務所の専従職員（組合員は除く）の有無(SA) 

 
 

図表8-3-4 ＜再掲＞後継者不足対策の実施の有無(SA) 

 
  

N =

76 0.0 5.3 22.4 44.7 27.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30歳代以下 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

N =

76 2.6 10.5 6.6 14.5 11.8 42.1 11.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2年未満 2年以上4年未満 4年以上6年未満 6年以上8年未満 8年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上

N =

76 14.5 85.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

専従職員がいる 専従職員はいない

N =

76 27.6 72.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

後継者対策を実施している 後継者対策は実施していない
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また、商店会を活性化していくためには、魅力づくりなどの外向きの施策に先立ち、まずは組織運営
の安定化や内部基盤の強化を重要課題と捉えている商店会が多い。 

 
図表8-3-5 ＜再掲＞商店会を活性化させていくために必要だと考えること(MA) 

 
 
持続可能な商店会として、今後も公益的役割を継続的に担っていくためには、組織運営体制を強化し

ていくことが重要であり、行政による支援を通じた下支えも必要と考えられる。 
  

％

会員の協力

後継者の育成

商店街としての魅力の発掘・開発

個店の努力

リーダー育成

行政の支援

近隣商店街間の連携・広域的な取り組み

財源の確保

地域のNPOや大学等との連携による事業の実施

デジタル技術の活用

地域特性・顧客のニーズに即した商店街の再構築

コンサルタントの活用

実現可能な商店街振興計画の策定と実践

フラッグ広告

インバウンド受入のための環境の整備

環境対策

その他

60.5

59.2

35.5

32.9

31.6

30.3

26.3

22.4

13.2

11.8

10.5

7.9

7.9

3.9

3.9

3.9

11.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(N = 76)
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【経済状況に伴う機能低下リスク】 
現在の商店街の景況感別に商店街が抱えている主な問題点をみると、『衰退している』と回答してい

る商店会ほど「商店会に集客の核となる店舗がない/弱い」「商店会の業種構成に不足がある」が高
く、また、『繁栄している』と回答している商店会では回答がみられなかった「空き店舗が増加してい
る」「経営力の弱い店が多い」といった課題も一定の割合を示している。 

商店街の衰退は単なる商業的な問題にとどまらず、公益的役割の機能低下に直結するため、地域イン
フラとしての商店街が果たしてきた役割を維持していくためにも、衰退を放置せず、適切な対策を講じ
ていくことが求められる。 

 
図表8-3-6 商店街が抱えている主な問題点×現在の商店街の景況(MA) 

 
 

【立地環境別の現状】 
立地環境の特性別に現在の商店街の景況をみると、「駅周辺型」は『繁栄している』（「繁栄してい

る」「やや繁栄している」の合計）の割合が相対的に高く、一定の集客力を維持している商店会がみら
れる。一方で、「住宅地背景型」「ロードサイド型」は『繁栄している』と回答している商店会がほと
んど見られない状況であり、構造的な厳しさがうかがえる。 

このことから、立地環境に応じて、「成⾧」の可能性が強いエリアと「縮小」の可能性が強いエリア
の二極化が進んでいることが推察される。 
 

図表8-3-7 ＜再掲＞立地環境の特性別にみる現在の商店街の景況(SA)
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『繁栄している』 12 83.3 8.3 - 16.7 - 33.3 25.0 - - 16.7 - - 8.3 25.0

良くも悪くもない 28 82.1 7.1 21.4 25.0 10.7 39.3 21.4 7.1 - 7.1 7.1 10.7 - 7.1

『衰退している』 36 80.6 - 30.6 41.7 13.9 27.8 2.8 27.8 2.8 22.2 - - 2.8 11.1

N =

  全  体 76

駅周辺型 41

住宅地背景型 28

ロードサイド型 7

5.3

7.3

3.6

0.0

10.5

19.5

0.0

0.0

36.8

36.6

39.3

28.6

21.1

26.8

14.3

14.3

26.3

9.8

42.9

57.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

繁栄している やや繁栄している 良くも悪くもない やや衰退している 衰退している
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次に立地環境の特性別に商店街の集客力に寄与している店舗をみると、「駅周辺型」は「飲食店」や
「最寄品小売店」が核となっていることから来街動機が明確であるのに対し、「住宅地背景型」は「核
となる店舗はない」が半数近くを占めており、個々の商店街において来街動機の契機となるような店舗
がないことが読み取れる。 

先ほどの景況と関連してみると、こうした「来街動機の契機となるような核となる店舗の有無」が、
景況の差にも起因している。 

図表8-3-8 ＜再掲＞立地環境の特性別商店街の集客力に寄与している店舗(SA)  

 
 

また、立地環境の特性別に区外からの来街者（外国人観光客含む）の集客に繋がる取組の実施状況を
みると、「駅周辺型」では「取組を行っている」や「今後、取り組む予定」の割合が相対的に高く、外
部需要の取り込みを進めているのに対し、「住宅地背景型」や「ロードサイド型」では「取り組む予定
はない」の割合が高く、外部に向けた施策は限定的といえる。 

これは立地環境の特性別に外国人観光客を受け入れるための工夫の実施状況をみても同様の傾向であ
り、「駅周辺型」が外需を取り込んだ構造であるのに対し、「住宅地背景型」や「ロードサイド型」で
は内需依存の構造であることが読み取れる。 
 

図表8-3-9 ＜再掲＞立地環境の特性別区外からの来街者（外国人観光客含む）の 

集客に繋がる取組の実施状況(SA) 

 
図表8-3-10 ＜再掲＞立地環境の特性別にみる外国人観光客を受け入れるための工夫の実施状況(SA) 
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219 

構造の違いは空き店舗数の増減を見ても明らかであり、「駅周辺型」でも「増加した」商店会はある
ものの、「住宅地背景型」や「ロードサイド型」ではより深刻な状況であることがうかがえる。 
 

図表8-3-11 ＜再掲＞立地環境の特性別にみる空き店舗数の3年前と比べた増減(SA) 

 
 

これらを踏まえると、「駅周辺型」は「外部需要を取り込みながら成⾧する拠点型」、「住宅地背景
型」や「ロードサイド型」は「地域住民に支えられるものの、集客核の弱さから衰退リスクを抱える要
再編型（ただし、内需が強ければ安定型にもなり得る）」と整理できる。支援においては、立地特性に
応じた適切な支援が必要と考えられる。 
 

【買い物以外での商店街の役割】 
商店街活性化のために積極的に取り組んでいる事業の実施状況と、地域に親しまれ、持続可能な商店

会であり続けるために必要だと感じる取組の連関性をみると、「積極的に取り組んでいる事業がある」
商店会ほど、すべての取組への意識が高く、特に、「地域行事やイベントの実施・共催」については50
ポイント以上の乖離がみられた。 

 
図表8-3-12 地域に親しまれ、持続可能な商店会であり続けるために必要だと感じる取組 

×商店街活性化のために積極的に取り組んでいる事業の実施状況(MA) 
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また、商店街活性化のために積極的に取り組んでいる事業の実施状況と、「地域コミュニティの拠
点」としての役割を果たすために、今後力を入れるべきと考えるものの連関性をみると、こちらも「積
極的に取り組んでいる事業がある」商店会ほど、すべての取組への意識が高く、特に、「地域住民との
意見交換や企画協働の機会づくり」については20ポイント以上の乖離がみられた。 

 
図表8-3-13 「地域コミュニティの拠点」としての役割を果たすために、 

今後力を入れるべきと考えるもの 

×商店街活性化のために積極的に取り組んでいる事業の実施状況(MA) 

 
 
このことから、積極性が高く活発な商店会ほど、「買い物の場」としての役割にとどまらず「公益的

役割」を担っている割合が高いことがわかる。商店会の積極的な取組を促すためには、活性化支援とと
もに公益的役割についての意識転換を促していくことが必要と考えられる。 
  

％

商店街を拠点とした防災・見守り活動の強化

地域住民との意見交換や企画協働の機会づくり

空き店舗の多目的活用

子ども食堂・高齢者の居場所など福祉的機能の充実

特にない／わからない

その他

43.5

39.1
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30.4

8.7

26.7

13.3

13.3

6.7

56.7

0.0
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積極的に取り組んでいる事業がある(n=46)

積極的に取り組んでいる事業はない(n=30)



221 

【商店街のデジタル化】 
商店会のデジタル化の推進に向け、現在の取組状況別にデジタル化を推進していく際の課題をみる

と、「現在取り組んでいる」商店会ほど、課題に対する意識が高い傾向がみられる。特に、「商店街の
中で対応できる人材が不足している」については30ポイント以上、「財源の確保が困難」については
20ポイント以上の乖離がみられた。 

 
図表8-3-14 デジタル化を推進していく際の課題 

×商店会のデジタル化の推進に向けた現在の取組状況(MA) 

 
 
このことから、デジタル化に対する課題意識は取組状況によって二極化しており、商店街の活性化を

図るためには、取組の有無に応じた支援が求められている。デジタル化に既に取り組んでいる商店会に
対しては伴走支援や補助金等の支援を行う一方、取り組んでいない商店会に対しては、その必要性につ
いての啓発や取組推進のための支援が必要と考えられる。 
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②区民の商店会に対する意識 

次に、区民意識調査をもとに、区民の商店会に対する意識について整理する。 
 

【商店街利用における世代別の機能・情緒的ニーズの差異】 
区民が商店街に望むものを年齢別にみると、全世代において「日用品の品揃え」が高い割合を占めて

おり、生活インフラとしての役割を求めていることがうかがえる。そのうえで、デジタルネイティブ世
代である10～30歳代においては「キャッシュレス決済の導入」への要望が2割を超え、全世代でみると
２番目に高い「歩いて楽しい演出」を上回る結果となっている。 

これは、商店街の利用にあたって空間的な魅力よりも先に、決済の利便性といった機能面を重視する
傾向があることを示唆している。一方で、40～50歳代では「歩いて楽しい演出」が「キャッシュレス
決済の導入」を上回っており、日常の買い物に付随する「歩く楽しさ」や「空間の質」といった情緒的
価値をより重視する傾向が読み取れる。 

図表8-3-15 ＜再掲＞商店街に望むもの（年代別）(MA) 

  
【居住地域・利用頻度からみた商店街に対する期待構造の違い】 

商店街に望む機能や役割を居住地域別にみると、いずれの地域においても「商店街だけで買い物が済
むような日用品の品揃え」が突出して高く、商店街が生活を支える基盤的機能として期待されている点
は共通している。「歩いて楽しい演出」や「きめ細やかなサービス」などの情緒的・体験的要素につい
ては、地域間で割合にばらつきがみられるものの、特定の地域が突出して高い水準にあるわけではな
い。 

図表8-3-16 商店街に望むもの（居住地域別）(MA) 

 

(％)

回
答
者
数

(

N

)

商
店
街
だ
け
で
買
い
物
が
済
む

よ
う
な
日
用
品
の
品
揃
え

高
齢
者
・
障
害
者
に
配
慮
し
た

バ
リ
ア
フ
リ
ー

化

会
話
等
を
通
じ
た
き
め
細
や
か

な
サ
ー

ビ
ス

安
全
・
安
心
に
配
慮
し
た
設
備

子
ど
も
や
高
齢
者
の
見
守
り

歩
い
て
楽
し
い
演
出

地
域
交
流
の
場

セ
ー

ル
や
イ
ベ
ン
ト
の
実
施

ポ
イ
ン
ト
カ
ー

ド
の
導
入

キ
ャ
ッ

シ
ュ

レ
ス
決
済
の
導
入

駐
車
場
・
駐
輪
場
の
整
備

ア
ー

ケ
ー

ド
の
設
置

無
料
の
休
憩
施
設
の
設
置

公
衆
ト
イ
レ
の
設
置

そ
の
他

特
に
な
し

  全  体 1514 47.1 5.8 8.4 12.3 5.7 18.4 5.5 10.3 3.6 14.5 11.5 5.0 4.9 4.4 3.6 8.3

10歳代・20歳代 161 50.9 3.1 5.6 7.5 5.0 18.6 6.8 13.0 2.5 21.1 4.3 3.1 6.8 4.3 3.1 7.5

30歳代 238 47.1 1.7 4.2 11.3 10.1 21.0 9.2 13.4 2.5 22.7 7.6 5.0 4.2 0.4 2.5 6.7

40歳代 245 44.5 3.7 9.4 10.6 8.6 21.2 6.1 10.6 2.9 19.6 11.8 4.9 2.9 4.5 4.9 6.9

50歳代 273 42.9 7.0 8.1 10.6 4.8 22.7 7.0 11.7 5.5 12.1 13.9 5.9 2.9 5.1 5.5 6.6

60歳代 311 48.2 5.1 12.2 12.5 3.9 18.6 3.2 9.0 4.8 10.9 17.0 5.1 3.9 3.9 3.2 7.7

70歳以上 286 50.0 12.2 8.7 18.5 2.8 9.1 2.4 5.9 2.8 5.9 10.1 4.9 9.1 7.3 2.1 13.3

(％)

回
答
者
数

(

N

)

商
店
街
だ
け
で
買
い
物
が
済
む

よ
う
な
日
用
品
の
品
揃
え

高
齢
者
・
障
害
者
に
配
慮
し
た

バ
リ
ア
フ
リ
ー

化

会
話
等
を
通
じ
た
き
め
細
や
か

な
サ
ー

ビ
ス

安
全
・
安
心
に
配
慮
し
た
設
備

子
ど
も
や
高
齢
者
の
見
守
り

歩
い
て
楽
し
い
演
出

地
域
交
流
の
場

セ
ー

ル
や
イ
ベ
ン
ト
の
実
施

ポ
イ
ン
ト
カ
ー

ド
の
導
入

キ
ャ

ッ

シ
ュ

レ
ス
決
済
の
導
入

駐
車
場
・
駐
輪
場
の
整
備

ア
ー

ケ
ー

ド
の
設
置

無
料
の
休
憩
施
設
の
設
置

公
衆
ト
イ
レ
の
設
置

そ
の
他

特
に
な
し

  全  体 1512 47.2 5.8 8.4 12.2 5.7 18.4 5.6 10.3 3.6 14.6 11.6 5.0 4.9 4.3 3.6 8.2

井草地域 174 43.7 4.0 7.5 12.1 6.3 19.5 3.4 11.5 3.4 13.8 13.8 2.3 1.7 2.3 6.3 9.8

西荻窪地域 212 40.6 5.2 14.2 16.0 4.2 17.0 6.1 10.4 2.8 14.6 10.4 7.1 6.6 4.2 3.3 9.0
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次に、商店街に望む機能や役割を商店街の利用頻度別にみると、利用頻度の高い層ほど生活インフラ
としての機能を重視し、利用頻度の低い層ほど利用の前提条件となる利便性を重視する構造が明確にみ
られる。 

まず、「商店街だけで買い物が済むような日用品の品揃え」について、商店街を頻繁に利用している
層では全体(47.1%)を大きく上回っている。一方、低頻度層・非利用層では低い割合にとどまってお
り、商店街が日常的な購買先として十分に定着していない状況がうかがえる。 

また、「キャッシュレス決済の導入」については、中～低頻度層および非利用層での割合が相対的に
高く、いずれも全体(14.6％)を上回っている。これは、商店街を主に利用していない層にとって、支払
い手段の利便性が利用の前提条件の一つとなっていると考えられる。 
 

図表8-3-17 商店街に望むもの（利用頻度別）(MA) 
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（２）考察 

【今後の支援策の方向性】 
上記を踏まえて、想定される具体的な支援策としては以下の7つが挙げられる。 

想定される支援策 概要 
人材・事務局機能を補完する「伴走型支援」 現在、杉並区で実施している商店街アドバイザー業

務の拡充。「人材育成」事業補助金の周知 
商店街の「公益的機能」を評価する仕組みづくり 経済効果だけでないにぎわい、安心、交流を評価指

標とする仕組みを作ることで行政における明確な価
値づけ 

情報発信の基盤整備支援 共通基盤を区が用意することで、地域活動の可視化
ツール化を図る 

空き店舗の多目的・公共的活用支援 空き店舗を「地域資源」と捉え、交流拠点や観光案
内、体験スペース等の新たな価値を付与 

商店街間・地域団体との連携促進 観光とも絡む面的支援のための行政によるハブ 
加入率低下への構造的アプローチ 個店の意識の問題ではなく、構造的な問題とし、商

店街の役割や成果を行政が伝える役割を担う 
商店街を「地域インフラ」と位置づけた政策設計 商店街支援を経済政策ではなく、生活・観光・コ

ミュニティ政策として整理し、「杉並らしさ」の基
盤として位置付け 

 
商店街を取り巻く課題が多様化・複雑化する中で、今後は商店会の自主的な取組を後押ししつつ、区

が適切に関与する支援の在り方が求められる。 
前述した通り、立地環境別にみると、「駅周辺型」は外部需要を取り込みつつも空き店舗の増加も一

定程度見られるため、潜在価値の向上に関してはまだ課題があり、「住宅地背景型」や「ロードサイド
型」は地域需要に支えられる一方で集客の核不足や空洞化が進行している。 

このように商店街は立地環境ごとに役割と課題が異なるため、画一的な支援ではなく、次のとおり、
商店街を地域インフラとして位置づけた多面的な支援を展開することが求められる。 

まず、人材確保や事務局機能の不足に対応するためには、商店会の実情に寄り添いながら運営や取組
を支援する「伴走型支援」の充実が重要である。既存のアドバイザー制度の活用・拡充を図るととも
に、専門的な知見を有する人材の派遣や、継続的に関与できる体制を構築することで、商店会の運営基
盤の強化が期待される。 

次に、商店街が果たしている公益的役割について、経済効果のみではなく、にぎわいや安心感、地域
交流といった視点から評価する仕組みを作ることも必要と考えられる。こうした評価軸を明確にするこ
とで、商店会の取組意欲を高めるとともに、行政として重視する方向性を示すことができる。 

また、情報発信の分野では、商店会ごとの取組を支援するだけでなく、区が共通の情報発信基盤を整
備し、商店街活動の可視化を進めることが効果的である。これにより、情報発信力の底上げや、区民・
来訪者への認知向上が期待される。 

空き店舗対策については、単なる出店促進にとどまらず、空き店舗を地域資源として捉え、商業以外
の用途も含めた多目的・公共的な活用を促進していく視点が必要となっている。地域のニーズに応じた
柔軟な活用が進むことで、商店街全体の価値向上につながると考えられる。 

さらに、商店街単体での取組には限界があることから、商店街間や地域団体との連携を促進すること
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も重要である。文化や観光資源などを生かした面的な取組を進めるためには、区が調整役となり、連携
を支援する役割を果たすことが求められる。 

商店会加入率の低下に対しては、構造的な課題として捉え、商店会の役割や活動成果を分かりやすく
発信する取組が必要である。商店街の意義を可視化し、共感を広げることで、加入促進や協力関係の構
築につなげていくことが期待される。 

これらを総合すると、今後の商店街振興においては、商店街を単なる商業施策の対象としてではな
く、生活、観光、コミュニティを支える「地域インフラ」と位置づけ、横断的な政策として整理してい
くことが重要である。商店街を「杉並らしさ」を支える基盤と捉えた施策展開が求められる。 
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４ 農業について 

（１）分析 

①農地保全の状況 
農業経営実態調査をもとに、「農地保全フェーズの把握」に主眼を置いて、農地がもつ多面的機能か

らみた段階について整理する。 
まず、分析にあたって各段階を以下の3段階で整理する。 

段階 状態 農地の位置づけ 
第一段階 営農維持が最優先 生産の場としての農地 
第二段階 地域との接点が拡大 地産地消・教育・交流の場 
第三段階 公共的機能を発揮 防災・環境・共助のインフラ 
 

【第一段階:営農維持が最優先】 
今後の農業の継続意向別で農業経営上、困っていることを見てみると、農業継続意向の低い農家は

「ご自身もしくは家族の健康・体力・年齢の課題がある」「作業従事者等の人手が不足している」と
いった人手不足に関する項目が高く、農業継続意向の高い農家は「鳥獣害による被害」「天候等気象条
件の変動」といった農業に関する項目が高くなっている。 

図表8-4-1 農業経営上、困っていること×今後の農業の継続意向(MA) 

 
 
また、区が営農の維持のために実施している「営農活動支援補助金制度」の活用状況をみると、農業

継続意向の高い農家と低い農家で、４割以上の差がみられる。 
このことから、杉並区には農業継続意向の低い農家が一定数存在しており、多面的機能の発揮の前段

階として、この第一段階の農家に対して営農継続を下支えする基礎的な支援の強化が必要である。 
 

図表8-4-2 営農活動支援補助金制度利用状況×今後の農業の継続意向(MA) 
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【第二段階:地域との接点が拡大】 
前述した通り、各農家が実施している地域との交流状況を見てみると、令和2年度調査と比較してわ

ずかに「特になし」の割合が下がっており、５割弱の農家が何らかの地域との交流事業を実施してい
る。 

このことから、農地を地域・交流資源として認知している第二段階に到達しつつある農家も一定数存
在していることがわかる。 

図表8-4-3 ＜再掲＞農家が実施している地域との交流状況(MA) 

 
 

【第三段階:公共的機能の発揮】 
公共的機能の発揮について、防災兼用農業用井戸の設置補助事業の認知・活用状況別で災害発生時の

協力要請への対応を見てみると、活用度や認知度が高い農家の方が災害発生時の各協力要請に対する協
力意向が高くなっている。 

このことから、現在区の制度整備段階から実装促進への移行期であると言え、現状は防災機能を有す
る農地が点在している状態にあると推察される。 

図表8-4-4 災害発生時の協力要請への対応× 

防災兼用農業用井戸の設置補助事業の認知・活用状況(MA) 
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活用している 15 73.3 40.0 40.0 20.0 20.0

認知しているが活用していない 45 40.0 42.2 26.7 8.9 20.0

認知していない 12 8.3 33.3 16.7 8.3 58.3



228 

②区民の農に対する理解 
 次に、区民意識調査をもとに、区民の農に対する理解の段階について整理する。 

まず、分析にあたって各段階を以下の４段階で整理する。 
段階 状態 農との関わり 
第一段階 知る 農地の存在認知・農産物の購入 
第二段階 触れる 飲食・収穫体験など 
第三段階 関わる 農作業などを通じた能動的な関わり 
第四段階 支える 農地を支える意識の醸成 
 

【第一段階:農産物購入体験を起点とした「保全意識」と「体験ニーズ」の連関性】 
区内の農地について、「新鮮な農産物が食べられるので保全してほしい」と考える区民の割合は５割

を超えている。 
また、杉並産の野菜、果物や花を購入したことがある割合は22.8％と突出して高く、農に触れ合う取

組の中で唯一、一定の参加経験が確認できる項目となっている。さらに、「今後取り組みたい」割合も
35.3%と高く、日常生活の中で農に触れ合う取組についての関心の高さがうかがえる。 

図表8-4-5 ＜再掲＞農に触れ合う機会への参加状況(SA) 

 
 

都市農業の維持・保全に対する意識および今後の施策への要望は、杉並産農産物の購入経験の有無に
よって明確な差がみられる。 

杉並産農産物の購入経験がある層では、「新鮮な農産物が食べられるので保全してほしい」とする割
合が68.3%に達し、購入未経験層(34.7%)を大きく上回る。また、「農業公園・体験農園など、農業
を身近に学び楽しめる場を増やしてほしい」といった体験型施策への要望も、53.8%と過半数に及び、
購入未経験層(30.7%)と比べて高い水準にある。 

これらの結果から、杉並産農産物の購入経験は、単なる消費行動にとどまらず、農地の価値や役割へ
の理解を深め、保全への支持意識や体験ニーズへとつながっている可能性が示唆される。 

図表8-4-6 区内の農地面積の減少についての意見 
（〈杉並産の野菜、果物や花を購入する〉の参加状況別）(MA) 
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  全  体 1570 68.7 50.4 28.5 42.2 4.6 1.5 6.8

取り組んだことがある 357 75.9 68.3 35.6 53.8 2.0 2.2 3.1

取り組んだことがない 658 59.4 34.7 23.7 30.7 7.6 1.1 12.0

今後取り組みたい 555 75.0 57.5 29.7 48.5 2.9 1.6 2.9
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また、購入未経験層では、農地保全や体験施策に対する関心が相対的に低く、区の農業関連事業の認
知度も区民農園を除いて軒並み1桁台にとどまっている。このことから、農業施策に対する関心の形成
には、まず「接点」を持つ機会そのものが不足していることが課題と考えられる。 

 
図表8-4-7 農業に関する事業の認知状況 

（〈杉並産の野菜、果物や花を購入する〉の参加状況別）(MA) 

 
 
なお、商店街を週1回以上利用している割合は、杉並産農産物の購入経験層が56.8％であるのに対

し、購入未経験層は42.4%となり、14.4%の差が開いている。農業経営実態調査によると、農産物の
出荷形態は「庭先販売」が77.5%を占め、商店街の店頭における流通は限定的である。それにもかかわ
らず商店街利用者と購入経験層が相関していることは、物理的な接触機会による影響というよりも、日
常的に商店街を利用し地域に愛着を持つ層が、地産地消や農地保全といった地域資源の維持に対しても
高い関心・嗜好を有していることを示唆している。また、「今後取り組みたい」とする意欲層において
も、51.7％が商店街を頻繁に利用していることが確認されていることから、商店街で杉並産農産物の購
入・体験へと導くことは有効な情報接点となり得ると考えられる。 

 
図表8-4-8 商店街の利用頻度 

（〈杉並産の野菜、果物や花を購入する〉の参加状況別）(MA) 

 
資料:杉並区産業振興センター「農業経営実態調査」より作成 
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【第二段階:農に触れる取組】 
区内の農地について、「農業を身近に学び楽しめる場を増やしてほしい」と考える区民は約４割超

と、農と触れ合う機会に関心を寄せている区民が多い。 
また、区民の農に触れ合う機会をみると、「杉並産の野菜を使ったレストランに行く」「収穫体験に

参加する」といった取組は、「取り組んだことがある」割合は低水準にとどまっているが、「今後取り
組みたい」とする割合は３割強と比較的高く、潜在的な参加意向が一定程度存在しているといえる。 

 
図表8-4-9 ＜再掲＞農に触れ合う機会への参加状況(SA) 

 
 

あわせて、農産物の出荷形態別の「出荷を検討している」割合をみると、「小売店・飲食店」が
8.2%となっており、他の出荷形態と比較して高くなっている。また、農家が実施している地域との交
流では、「収穫体験」の実施割合が最も高い状況にある。 

このように、収穫体験や小売店・飲食店への出荷を実施・検討する農家が一定数見られる一方、区民
においても飲食や収穫体験といった体験型の取組を望む意向が高いことから、両者をつなぐ取組を後押
しすることで、農に触れ合う機会のさらなる拡大が期待される。 

 
図表8-4-10 ＜再掲＞農産物の出荷形態(MA) 
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【第三段階:農と関わる・第四段階:農を支える取組】 
区民の農に触れ合う機会をみると、「区民農園で自由に農作物を育てる」「体験農園で農家の指導を

受けながら農作業をする」「ボランティアとして農家の作業を手伝う」といった、自ら継続的に農業に
取り組む取組については、「取り組んだことがある」「今後取り組みたい」割合ともに比較的低く、一
定のハードルがあると考えられる。 

 

図表8-4-11 ＜再掲＞農に触れ合う機会への参加状況(SA) 

 
 
 

 

一方で、５割超の区民が、今後農と触れ合う何らかの取組への参加意向を示しており、区民の農に対
する潜在的な関心は高い状況にある。特に、購入や飲食、収穫体験など、時間的・技術的なハードルが
低い「触れる」取組の意向が高いことから、それらの取組を入口として、農に対する理解を段階的に広
げていくとともに、農地の多面的機能に対する理解の定着を図り、区民による農地を支える意識の醸成
をしていくことが必要だと考えられる。 
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ボランティアとして農家の作業を手伝う 1563 0.8 83.1 16.1
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（２）考察 

杉並区の農地・農業は、従来の「生産の場」としての役割にとどまらず、多面的機能を一定程度発揮
し始めている。一方で、それらが十分に体系化・持続化されている段階には至っていない過渡期にある
と推察される。 

 
【担い手・経営面:維持志向が強いが、将来への不安が顕在化】 
農業従事の形態を見ると、家族労働を中心とした小規模経営が主であり、通年・臨時を問わず人的リ

ソースの脆弱性がうかがえる。また、今後の農業継続意向では「自分の代は維持したいと思っている
が、先のことはわからない」とする回答が多く、農地を守りたい意思はあるものの、継承・持続への確
信を持てていない層が厚いことが示唆される。 

困りごととしては、人手不足、後継者不足、収益の不安定さなどが複合的に選択されており、区で農
業者を支援する取組みを実施しているものの、農地保全が個々の農業者の努力に依存している構造が続
いている現状が読み取れる。 

 
【地産地消・交流機能:実践は進むが、限定的・個別的】 
庭先販売を中心に地域とつながる取組は既に一定程度実施する農家がみられる。特に学校給食への供

給及び収穫体験の実施を回答した農家においては、農地が「教育・食育の場」として機能していること
を示している。 

一方で、実施は一部にとどまり、面的な広がりには課題が残る。地産地消や交流機能が、農地保全の
インセンティブとして十分に機能しているとは言い切れない状況にある。 

なお、区民の農と触れ合う機会への関心は高く、特に農産物の購入、飲食、収穫体験など体験型の取
組に対する潜在的な参加意欲が高い。区民と農家をつなぐ取組を後押しすることで、地産地消と交流機
能を高めていくことができると考えられる。 

 
【防災機能には認知と実装のギャップが存在】 
農家が実施している地域との交流状況、防災兼用農業用井戸の設置補助事業の認知・活用状況や災害

発生時の協力要請への対応の設問からは、都市農地が有する防災機能について、認知は進みつつある
が、実際の活用や具体的な役割認識とは差があることが示唆される。 

 
【多面的機能は「点在」しており、次の段階は「接続と定着」】 
以上を踏まえると、杉並区は現在、「農地の多面的機能が個別には発揮されているが、それらが相互

に連動し、農地保全の持続的な仕組みとして定着する手前の段階」に位置していると表現できる。 
今後は、農業者の負担軽減を前提とした担い手・人材の接続、地産地消、交流、防災、環境といった

機能を農地保全の価値として可視化・共有、個別施策を「農地を残すための総合的な支援体系」として
再整理などが求められる段階に入っているといえる。 

 
今後、杉並区では、都市農地を保全していくための農業の担い手の支援を行うことがより一層求めら

れている。また、都市農地の持つ多面的機能を発揮するため、農業者と区の連携をしていくとともに、
区民の農に対する理解を促進していく必要がある。 
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